
(57)【要約】

【課題】周辺環境への悪影響を抑制し、橋面上で既設橋

梁と新設橋梁とを架け替えることで架け替えの効率を向

上させることのできる橋梁の施工方法及び橋梁を提供す

る。

【解決手段】橋脚上に架けられた既設橋梁１を新設橋梁

５に架け替える橋梁の施工方法において、前記既設橋梁

１を幅方向に対して中央部１０と両側部１１ａ、１１ｂ

に切断し、昇降装置６を前記中央部１０又は前記両側部

１１ａ、１１ｂのいずれか一方に走行可能に設置し、該

昇降装置６により他方を撤去すると共に、前記新設橋梁

５を架設するので、周辺環境への悪影響を抑制し、橋面

上で既設橋梁と新設橋梁とを架け替えることで架け替え

の効率を向上させることができる。

【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 橋 脚 上 に 架 け ら れ た 既 設 橋 梁 を 新 設 橋 梁 に 架 け 替 え る 橋 梁 の 施 工 方 法 に お い て 、
　 前 記 既 設 橋 梁 を 幅 方 向 に 対 し て 中 央 部 と 両 側 部 に 切 断 し 、
　 昇 降 装 置 を 前 記 中 央 部 又 は 前 記 両 側 部 の い ず れ か 一 方 に 走 行 可 能 に 設 置 し 、 該 昇 降 装 置
に よ り 他 方 を 撤 去 す る と 共 に 、 前 記 新 設 橋 梁 を 架 設 す る こ と を 特 徴 と す る 、
　 橋 梁 の 施 工 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 一 方 は 前 記 両 側 部 で あ り 、
　 前 記 昇 降 装 置 は 門 型 昇 降 装 置 で あ り 、 該 門 型 昇 降 装 置 は 前 記 両 側 部 を 走 行 し て 前 記 他 方
で あ る 前 記 中 央 部 を 撤 去 す る こ と を 特 徴 と す る 、
　 請 求 項 １ に 記 載 の 橋 梁 の 施 工 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 中 央 部 を 撤 去 し た 後 に 、 該 撤 去 し た 位 置 に 前 記 新 設 橋 梁 を 仮 設 し 、 該 仮 設 し た 新 設
橋 梁 に 前 記 昇 降 装 置 を 走 行 可 能 と し て 、 前 記 両 側 部 を 撤 去 す る こ と を 特 徴 と す る 、
　 請 求 項 ２ に 記 載 の 橋 梁 の 施 工 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 両 側 部 の 片 側 を 撤 去 す る 際 に 、 前 記 昇 降 装 置 は 、 前 記 片 側 へ の 転 倒 を 防 止 さ れ な が
ら 走 行 す る こ と を 特 徴 と す る 、
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 橋 梁 の 施 工 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 新 設 橋 梁 は 、 仮 設 状 態 に お い て 幅 方 向 に 収 縮 し て お り 、 仮 設 後 に 幅 方 向 に 伸 張 す る
こ と を 特 徴 と す る 、
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ４ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 橋 梁 の 施 工 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 新 設 橋 梁 は 、 仮 設 状 態 に お い て 幅 方 向 に 複 数 の 部 分 に 分 か れ て お り 、 該 複 数 の 部 分
を 離 間 さ せ 、 そ の 間 に 中 間 部 を 設 置 す る こ と を 特 徴 と す る 、
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ４ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 橋 梁 の 施 工 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 既 設 橋 梁 及 び 前 記 新 設 橋 梁 は 、 橋 軸 方 向 に 複 数 に 分 割 し て 順 番 に 架 け 替 え る こ と を
特 徴 と す る 、
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ６ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 橋 梁 の 施 工 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 既 設 橋 梁 上 又 は 前 記 新 設 橋 梁 上 で 、 撤 去 し た 前 記 既 設 橋 梁 を 解 体 す る こ と を 特 徴 と
す る 、
　 請 求 項 ７ に 記 載 の 橋 梁 の 施 工 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 新 設 橋 梁 の 架 設 に 並 行 し て 既 設 橋 脚 の 間 に 新 設 橋 脚 を 施 工 し 、 前 記 既 設 橋 脚 を 撤 去
す る こ と を 特 徴 と す る 、
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ８ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 橋 梁 の 施 工 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 橋 脚 上 に 架 け ら れ た 既 設 橋 梁 を 幅 方 向 に 対 し て 中 央 部 と 両 側 部 に 切 断 し 、
　 昇 降 装 置 を 前 記 中 央 部 又 は 前 記 両 側 部 の い ず れ か 一 方 に 走 行 可 能 に 設 置 し 、 該 昇 降 装 置
に よ り 他 方 を 撤 去 す る と 共 に 、 新 設 橋 梁 を 架 設 す る こ と で 構 成 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 、
　 橋 梁 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 橋 梁 の 施 工 方 法 及 び 橋 梁 に 関 し 、 特 に 、 橋 脚 上 に 架 け ら れ た 既 設 橋 梁 を 撤 去
し 、 新 設 橋 梁 を 架 設 す る 橋 梁 の 施 工 方 法 及 び 橋 梁 に 関 す る 。
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【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 近 年 、 都 市 河 川 に 架 け ら れ た 橋 梁 は 、 老 朽 化 が 進 ん で お り 、 架 け 替 え が 必 要 な 時 期 と な
っ て い る 。 こ の よ う な 橋 梁 の 架 け 替 え で は 、 河 川 占 用 に よ る 大 規 模 な 工 事 が 必 要 で 、 長 期
間 の 交 通 規 制 を 伴 う こ と が あ る 。 従 来 の 橋 梁 の 架 け 替 え 方 法 と し て は 、 ま ず 、 旧 橋 の 側 方
に 仮 橋 を 架 設 し 、 こ の 仮 橋 を 利 用 し て 交 通 の 切 り 回 し を 行 い 、 次 に 、 旧 橋 を 撤 去 し た 後 に
、 そ こ に 新 橋 を 新 た に 架 設 し 、 そ の 後 、 不 要 と な っ た 仮 橋 を 撤 去 す る 方 法 が あ る 。 ま た 、
架 け 替 え の 作 業 ヤ ー ド と し て 構 台 を 橋 梁 に 沿 っ て 仮 設 し て 上 下 線 ご と に 架 け 替 え を 行 う 方
法 な ど が あ る 。 し か し な が ら 、 こ の よ う な 従 来 方 法 で は 、 新 橋 の 架 け 替 え の た め に 仮 橋 や
構 台 を 仮 設 す る 必 要 が あ り 、 作 業 コ ス ト が 増 加 す る と 共 に 、 工 事 期 間 が 長 期 化 し て し ま う
こ と が あ っ た 。 ま た 、 新 橋 の 架 け 替 え 後 に 、 仮 橋 や 構 台 を 撤 去 す る 必 要 が あ る こ と か ら 、
よ り 効 率 的 な 施 工 方 法 が 望 ま れ て い た 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 こ の よ う な 問 題 を 解 決 す る 橋 梁 の 施 工 方 法 と し て 、 橋 梁 設 置 位 置 に 架 け ら れ た 既 設 橋 梁
を 新 設 橋 梁 に 架 け 替 え る 橋 梁 架 け 替 え 方 法 で あ っ て 、 河 川 部 の 底 面 か ら 立 設 さ れ る 工 事 用
桟 橋 に よ り 既 設 橋 梁 及 び 新 設 橋 梁 を 移 動 可 能 に 支 持 し 、 橋 梁 設 置 位 置 と 並 列 し て 設 け ら れ
た 新 設 橋 梁 仮 置 位 置 に 底 面 を 支 持 し た 状 態 で 新 設 橋 梁 を 待 機 さ せ た 後 、 既 設 橋 梁 を 移 動 さ
せ る と き に 、 新 設 橋 梁 を 支 持 し た 状 態 で 摺 動 さ せ る と 同 時 に 、 橋 梁 設 置 位 置 と 並 列 し て 設
け ら れ た 既 設 橋 梁 仮 置 位 置 に 既 設 橋 梁 を 支 持 し た 状 態 で 摺 動 す る こ と で 架 け 替 え る 方 法 が
あ る （ 例 え ば 、 特 許 文 献 １ ） 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 許 第 ３ ７ ０ ２ ２ ６ ３ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 し か し な が ら 、 上 述 し た 特 許 文 献 １ に 記 載 さ れ て い る 橋 梁 架 け 替 え 方 法 で は 、 橋 梁 の 架
け 替 え を 迅 速 に 行 い 、 作 業 コ ス ト の 低 減 や 工 事 期 間 の 短 縮 化 を 実 現 で き た が 、 既 設 橋 梁 を
既 設 橋 梁 仮 置 位 置 に 移 動 さ せ 、 解 体 、 撤 去 し た 後 に 、 工 事 用 桟 橋 を 撤 去 す る 必 要 が あ る こ
と か ら 、 さ ら な る 効 率 性 の 向 上 が 望 ま れ て い た 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 そ こ で 本 発 明 は 、 周 辺 環 境 へ の 悪 影 響 を 抑 制 し 、 橋 面 上 で 既 設 橋 梁 と 新 設 橋 梁 と を 架 け
替 え る こ と で 架 け 替 え の 効 率 を 向 上 さ せ る こ と の で き る 橋 梁 の 施 工 方 法 及 び 橋 梁 を 提 供 す
る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 、 請 求 項 １ に 係 る 発 明 に よ る 橋 梁 の 施 工 方 法 は 、 橋 脚 上 に 架
け ら れ た 既 設 橋 梁 を 新 設 橋 梁 に 架 け 替 え る 橋 梁 の 施 工 方 法 に お い て 、 前 記 既 設 橋 梁 を 幅 方
向 に 対 し て 中 央 部 と 両 側 部 に 切 断 し 、 昇 降 装 置 を 前 記 中 央 部 又 は 前 記 両 側 部 の い ず れ か 一
方 に 走 行 可 能 に 設 置 し 、 該 昇 降 装 置 に よ り 他 方 を 撤 去 す る と 共 に 、 前 記 新 設 橋 梁 を 架 設 す
る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 請 求 項 ２ に 係 る 発 明 に よ る 橋 梁 の 施 工 方 法 で は 、 前 記 一 方 は 前 記 両 側 部 で あ り 、 前 記 昇
降 装 置 は 門 型 昇 降 装 置 で あ り 、 該 門 型 昇 降 装 置 は 前 記 両 側 部 を 走 行 し て 前 記 他 方 で あ る 前
記 中 央 部 を 撤 去 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 請 求 項 ３ に 係 る 発 明 に よ る 橋 梁 の 施 工 方 法 で は 、 前 記 中 央 部 を 撤 去 し た 後 に 、 該 撤 去 し
た 位 置 に 前 記 新 設 橋 梁 を 仮 設 し 、 該 仮 設 し た 新 設 橋 梁 に 前 記 昇 降 装 置 を 走 行 可 能 と し て 、
前 記 両 側 部 を 撤 去 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 請 求 項 ４ に 係 る 発 明 に よ る 橋 梁 の 施 工 方 法 で は 、 前 記 両 側 部 の 片 側 を 撤 去 す る 際 に 、 前
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記 昇 降 装 置 は 、 前 記 片 側 へ の 転 倒 を 防 止 さ れ な が ら 走 行 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 請 求 項 ５ に 係 る 発 明 に よ る 橋 梁 の 施 工 方 法 で は 、 仮 設 状 態 に お い て 幅 方 向 に 収 縮 し て お
り 、 仮 設 後 に 幅 方 向 に 伸 張 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 請 求 項 ６ に 係 る 発 明 に よ る 橋 梁 の 施 工 方 法 で は 、 前 記 新 設 橋 梁 は 、 仮 設 状 態 に お い て 幅
方 向 に 複 数 の 部 分 に 分 か れ て お り 、 該 複 数 の 部 分 を 離 間 さ せ 、 そ の 間 に 中 間 部 を 設 置 す る
こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 請 求 項 ７ に 係 る 発 明 に よ る 橋 梁 の 施 工 方 法 で は 、 前 記 既 設 橋 梁 及 び 前 記 新 設 橋 梁 は 、 橋
軸 方 向 に 複 数 に 分 割 し て 順 番 に 架 け 替 え る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 請 求 項 ８ に 係 る 発 明 に よ る 橋 梁 の 施 工 方 法 で は 、 前 記 既 設 橋 梁 上 又 は 前 記 新 設 橋 梁 上 で
、 撤 去 し た 前 記 既 設 橋 梁 を 解 体 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 請 求 項 ９ に 係 る 発 明 に よ る 橋 梁 の 施 工 方 法 で は 、 前 記 新 設 橋 梁 の 架 設 に 並 行 し て 既 設 橋
脚 の 間 に 新 設 橋 脚 を 施 工 し 、 前 記 既 設 橋 脚 を 撤 去 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 、 請 求 項 １ ０ に 係 る 発 明 に よ る 橋 梁 は 、 橋 脚 上 に 架 け ら れ た
既 設 橋 梁 を 幅 方 向 に 対 し て 中 央 部 と 両 側 部 に 切 断 し 、 昇 降 装 置 を 前 記 中 央 部 又 は 前 記 両 側
部 の い ず れ か 一 方 に 走 行 可 能 に 設 置 し 、 該 昇 降 装 置 に よ り 他 方 を 撤 去 す る と 共 に 、 新 設 橋
梁 を 架 設 す る こ と で 構 成 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 請 求 項 １ に 係 る 発 明 に よ る 橋 梁 の 施 工 方 法 に よ れ ば 、 橋 脚 上 に 架 け ら れ た 既 設 橋 梁 を 新
設 橋 梁 に 架 け 替 え る 橋 梁 の 施 工 方 法 に お い て 、 既 設 橋 梁 を 幅 方 向 に 対 し て 中 央 部 と 両 側 部
に 切 断 し 、 昇 降 装 置 を 中 央 部 又 は 両 側 部 の い ず れ か 一 方 に 走 行 可 能 に 設 置 し 、 該 昇 降 装 置
に よ り 他 方 を 撤 去 す る と 共 に 、 新 設 橋 梁 を 架 設 す る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 し た が っ て 、 橋 脚 上 に 架 け ら れ た 既 設 橋 梁 を 幅 方 向 に 対 し て 中 央 部 と 両 側 部 に 切 断 し て
、 中 央 部 又 は 両 側 部 の い ず れ か 一 方 に 昇 降 装 置 を 配 置 す る こ と か ら 、 昇 降 装 置 は 橋 軸 方 向
に 走 行 可 能 と な り 、 こ の 昇 降 装 置 に よ り 他 方 を 吊 り 上 げ る と 共 に 、 昇 降 装 置 が 橋 軸 方 向 に
走 行 し て こ の 他 方 を 撤 去 す る こ と で 、 新 設 橋 梁 を 架 設 す る 場 所 を あ け て 該 新 設 橋 梁 を 架 設
す る た め 、 橋 梁 の 橋 面 上 の み で 架 け 替 え の 施 工 を す る こ と が 可 能 で あ り 、 例 え ば 、 構 台 、
仮 橋 等 の 仮 設 の 構 造 体 を 必 要 と し な い の で 、 周 辺 環 境 へ の 悪 影 響 を 抑 制 し 、 橋 面 上 で 既 設
橋 梁 と 新 設 橋 梁 と を 架 け 替 え る こ と で 架 け 替 え の 効 率 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 請 求 項 ２ に 係 る 発 明 に よ る 橋 梁 の 施 工 方 法 に よ れ ば 、 昇 降 装 置 が 走 行 可 能 に 設 け ら れ る
中 央 部 又 は 両 側 部 の い ず れ か 一 方 は 両 側 部 で あ り 、 こ の 昇 降 装 置 は 門 型 昇 降 装 置 で あ り 、
該 門 型 昇 降 装 置 は 両 側 部 を 走 行 し て 、 昇 降 装 置 が 設 け ら れ て い な い 中 央 部 を 撤 去 す る 。 し
た が っ て 、 昇 降 装 置 を 両 側 部 に 設 け る こ と か ら 、 こ の 昇 降 装 置 は 既 設 橋 梁 の 両 側 部 上 を 走
行 可 能 と な り 、 こ の 両 側 部 上 で 車 輪 の 間 隔 を 広 く と る こ と が で き る の で 、 昇 降 装 置 を 門 型
に す る こ と が で き 、 昇 降 装 置 の 水 平 方 向 の 安 定 性 を 向 上 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 請 求 項 ３ に 係 る 発 明 に よ る 橋 梁 の 施 工 方 法 に よ れ ば 、 中 央 部 を 撤 去 し た 後 に 、 該 撤 去 し
た 位 置 に 新 設 橋 梁 を 仮 設 し 、 該 仮 設 し た 新 設 橋 梁 に 昇 降 装 置 を 走 行 可 能 と し て 、 両 側 部 を
撤 去 す る 。 し た が っ て 、 中 央 部 を 撤 去 し た 位 置 に 新 設 橋 梁 を 仮 設 し 、 こ の 仮 設 し た 新 設 橋
梁 に 昇 降 装 置 を 走 行 可 能 に 設 け な お す こ と で 、 こ の 昇 降 装 置 は 新 設 橋 梁 上 を 橋 軸 方 向 に 走
行 可 能 と な り 、 残 っ て い る 既 設 橋 梁 の 両 側 部 を 吊 り 上 げ る と 共 に 、 橋 軸 方 向 に 走 行 し て こ
の 両 側 部 を 撤 去 す る こ と か ら 、 橋 梁 の 橋 面 上 の み で 架 け 替 え の 施 工 を す る こ と が 可 能 で あ
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る 。 ま た 、 新 た に 架 設 す る 新 設 橋 梁 の 製 作 段 階 で 、 昇 降 装 置 を 支 持 す る 部 材 な ど を あ ら か
じ め 組 み つ け て お く こ と が で き る の で 、 組 み つ け が 容 易 で 精 度 も 向 上 す る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 請 求 項 ４ に 係 る 発 明 に よ る 橋 梁 の 施 工 方 法 に よ れ ば 、 両 側 部 の 片 側 を 撤 去 す る 際 に 、 昇
降 装 置 は 、 片 側 へ の 転 倒 を 防 止 さ れ な が ら 走 行 す る 。 し た が っ て 、 仮 設 し た 新 設 橋 梁 に 昇
降 装 置 を 走 行 可 能 に 設 け な お し 、 こ の 昇 降 装 置 に よ り 両 側 部 の 片 側 を 撤 去 す る 際 に 、 仮 設
し た 新 設 橋 梁 上 で こ の 昇 降 装 置 の 車 輪 の 間 隔 が 狭 く な っ て も 、 吊 り 上 げ て い る 側 へ の 昇 降
装 置 の 転 倒 を 防 止 し な が ら 走 行 可 能 と す る こ と か ら 、 昇 降 装 置 の 水 平 方 向 の 安 定 性 を 確 保
す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 請 求 項 ５ に 係 る 発 明 に よ る 橋 梁 の 施 工 方 法 に よ れ ば 、 仮 設 状 態 に お い て 幅 方 向 に 収 縮 し
て お り 、 仮 設 後 に 幅 方 向 に 伸 張 す る 。 し た が っ て 、 新 設 橋 梁 の 幅 を 狭 め た 状 態 で 橋 脚 上 へ
仮 設 し て 、 そ の 後 所 定 の 幅 と な る よ う に こ の 新 設 橋 梁 を 伸 ば す の で 、 一 回 の 作 業 で 新 設 橋
梁 を 所 定 の 位 置 に 仮 設 す る こ と が で き 、 ま た 、 省 ス ペ ー ス で の 作 業 が 可 能 と な り 、 通 行 や
作 業 員 以 外 の 立 ち 入 り を 制 限 す べ き 領 域 を 狭 く す る こ と が で き る こ と か ら 、 通 行 規 制 を 最
小 限 に と ど め る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 請 求 項 ６ に 係 る 発 明 に よ る 橋 梁 の 施 工 方 法 に よ れ ば 、 新 設 橋 梁 は 、 仮 設 状 態 に お い て 幅
方 向 に 複 数 の 部 分 に 分 か れ て お り 、 該 複 数 の 部 分 を 離 間 さ せ 、 間 に 中 間 部 を 設 置 し て 架 設
す る 。 し た が っ て 、 新 設 橋 梁 を 複 数 の 部 分 に 分 割 し て 幅 を 狭 め た 状 態 で 橋 脚 上 に 仮 設 し て
、 そ の 後 、 複 数 の 部 分 の い ず れ か を ス ラ イ ド さ せ 、 間 に 中 間 部 を 設 置 す る こ と を 繰 り 返 し
て 、 こ の 新 設 橋 梁 が 所 定 の 幅 と な る よ う に 架 設 す る の で 、 新 設 橋 梁 の 運 搬 が 容 易 と な り 、
ま た 、 省 ス ペ ー ス で の 作 業 が 可 能 と な り 、 通 行 や 作 業 員 以 外 の 立 ち 入 り を 制 限 す べ き 領 域
を 狭 く す る こ と が で き る こ と か ら 、 通 行 規 制 を 最 小 限 に と ど め る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 請 求 項 ７ に 係 る 発 明 に よ る 橋 梁 の 施 工 方 法 に よ れ ば 、 既 設 橋 梁 及 び 新 設 橋 梁 は 、 橋 軸 方
向 に 複 数 に 分 割 し て 順 番 に 架 け 替 え る 。 し た が っ て 、 既 設 橋 梁 及 び 新 設 橋 梁 を 橋 軸 方 向 に
複 数 に 分 割 し て 、 分 割 さ れ た 既 設 橋 梁 及 び 新 設 橋 梁 ご と に 順 番 に 架 け 替 え を 行 う の で 、 残
っ て い る 既 設 橋 梁 上 又 は 架 け 替 え た 新 設 橋 梁 の 橋 面 上 に 十 分 な 作 業 ヤ ー ド を 確 保 す る こ と
が で き る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 請 求 項 ８ に 係 る 発 明 に よ る 橋 梁 の 施 工 方 法 に よ れ ば 、 既 設 橋 梁 上 又 は 新 設 橋 梁 上 で 、 撤
去 し た 既 設 橋 梁 を 解 体 す る 。 し た が っ て 、 残 っ て い る 既 設 橋 梁 上 又 は 架 け 替 え た 新 設 橋 梁
の 橋 面 上 の 作 業 ヤ ー ド で 既 設 橋 梁 の 解 体 を 行 う こ と か ら 、 既 設 橋 梁 を 橋 脚 上 か ら 撤 去 し た
後 す ぐ に 解 体 す る こ と が で き る の で 、 比 較 的 サ イ ズ の 大 き い 未 解 体 の 状 態 で の 余 計 な 運 搬
を 削 減 す る こ と が で き 、 ま た 、 撤 去 後 す ぐ に 、 運 搬 の 際 に 荷 崩 れ を 起 こ さ な い 程 度 ま で 小
さ く 解 体 す る こ と が で き る の で 、 廃 棄 物 の 搬 出 の 際 の 危 険 を 低 減 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 請 求 項 ９ に 係 る 発 明 に よ る 橋 梁 の 施 工 方 法 に よ れ ば 、 新 設 橋 梁 の 架 設 に 並 行 し て 既 設 橋
脚 の 間 に 新 設 橋 脚 を 施 工 し 、 既 設 橋 脚 を 撤 去 す る 。 し た が っ て 、 既 設 橋 梁 に 対 す る 作 業 と
既 設 橋 脚 に 対 す る 作 業 と を 分 離 し 、 新 設 橋 梁 の 架 設 に 並 行 し て 既 設 橋 脚 の 間 に 新 設 橋 脚 を
施 工 し 、 既 設 橋 脚 を 撤 去 す る の で 、 工 期 を 大 幅 に 削 減 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 請 求 項 １ ０ に 係 る 発 明 に よ る 橋 梁 に よ れ ば 、 橋 脚 上 に 架 け ら れ た 既 設 橋 梁 を 幅 方 向 に 対
し て 中 央 部 と 両 側 部 に 切 断 し 、 昇 降 装 置 を 前 記 中 央 部 又 は 前 記 両 側 部 の い ず れ か 一 方 に 走
行 可 能 に 設 置 し 、 該 昇 降 装 置 に よ り 他 方 を 撤 去 す る と 共 に 、 新 設 橋 梁 を 架 設 す る こ と で 構
成 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 し た が っ て 、 橋 脚 上 に 架 け ら れ た 既 設 橋 梁 を 幅 方 向 に 対 し て 中 央 部 と 両 側 部 に 切 断 し て
、 中 央 部 又 は 両 側 部 の い ず れ か 一 方 に 昇 降 装 置 を 配 置 す る こ と か ら 、 昇 降 装 置 は 橋 軸 方 向
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に 走 行 可 能 と な り 、 こ の 昇 降 装 置 に よ り 他 方 を 吊 り 上 げ る と 共 に 、 昇 降 装 置 が 橋 軸 方 向 に
走 行 し て こ の 他 方 を 撤 去 す る こ と で 、 新 設 橋 梁 を 架 設 す る 場 所 を あ け て 該 新 設 橋 梁 を 架 設
す る た め 、 橋 梁 の 橋 面 上 の み で 架 け 替 え の 施 工 を す る こ と が 可 能 で あ り 、 例 え ば 、 構 台 、
仮 橋 等 の 仮 設 の 構 造 体 を 必 要 と し な い の で 、 周 辺 環 境 へ の 悪 影 響 を 抑 制 し 、 橋 面 上 で 既 設
橋 梁 と 新 設 橋 梁 と を 架 け 替 え る こ と で 架 け 替 え の 効 率 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 以 下 に 、 本 発 明 に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 及 び 橋 梁 の 実 施 例 を 図 面 に 基 づ い て 詳 細 に 説 明 す
る 。 な お 、 こ の 実 施 例 に よ り こ の 発 明 が 限 定 さ れ る も の で は な い 。 ま た 、 下 記 実 施 例 に お
け る 構 成 要 素 に は 、 当 業 者 が 置 換 可 能 か つ 容 易 な も の 、 或 い は 実 質 的 に 同 一 の も の が 含 ま
れ る 。
【 実 施 例 １ 】
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 図 １ は 、 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 に お け る 既 設 橋 梁 の 平 面 図 で あ る 。 架
け 替 え ら れ る 既 設 橋 梁 １ は 、 河 川 Ｒ 上 に 、 こ の 河 川 Ｒ が 流 れ る 方 向 と 交 差 す る 方 向 に 架 設
さ れ 、 そ の 両 端 が ジ ョ イ ン ト 装 置 ２ ａ 、 ３ ａ を 介 し て 道 路 ２ 、 ３ に 連 接 さ れ る 。 既 設 橋 梁
１ は 、 既 設 橋 脚 ４ 上 に 架 け ら れ て い る 。 こ の 既 設 橋 脚 ４ は 、 ほ ぼ 等 間 隔 に ４ 本 （ 既 設 橋 脚
４ ａ 、 ４ ｂ 、 ４ ｃ 、 ４ ｄ ） 設 置 さ れ て い る 。 ４ 本 の 既 設 橋 脚 ４ ａ 、 ４ ｂ 、 ４ ｃ 、 ４ ｄ は 、
各 々 河 川 Ｒ の 底 面 か ら 立 設 さ れ 、 既 設 橋 梁 １ の 下 面 を 支 持 す る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 図 ２ は 、 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 に お け る 既 設 橋 梁 の 断 面 図 で あ る 。 本
図 は 、 既 設 橋 梁 １ の 橋 軸 方 向 （ 通 行 方 向 ） に 直 交 す る 幅 方 向 の 断 面 図 で あ る 。 既 設 橋 梁 １
は 、 下 部 工 と し て の 橋 脚 上 に 設 け ら れ る 上 部 工 を な す 。 既 設 橋 梁 １ は 、 上 部 に 設 け ら れ る
床 板 １ ａ と 、 そ の 床 板 １ ａ の 下 面 に 設 け ら れ た 梁 と し て の 桁 １ ｂ に よ り 構 成 さ れ る 。 桁 １
ｂ は 、 下 面 を 既 設 橋 脚 ４ に 固 定 さ れ 、 支 持 さ れ る 。 床 板 １ ａ の 上 面 に は 、 幅 方 向 の 両 端 部
に 高 欄 １ ｃ が 立 設 さ れ 、 さ ら に 舗 装 （ 不 図 示 ） 等 が 敷 設 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 図 ３ は 、 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 に お け る 新 設 橋 梁 の 断 面 図 で あ る 。 本
図 は 、 新 設 橋 梁 ５ の 幅 方 向 の 断 面 図 で あ る 。 新 設 橋 梁 ５ は 、 下 部 工 と し て の 橋 脚 上 に 設 け
ら れ る 上 部 工 を な す 。 新 設 橋 梁 ５ は 、 上 部 に 設 け ら れ る 床 板 ５ ａ と 、 そ の 床 板 ５ ａ の 下 面
に 橋 軸 方 向 に 沿 っ て 設 け ら れ る ３ 本 の 主 桁 ５ ｂ と 、 床 板 ５ ａ の 下 面 に 主 桁 ５ ｂ 間 を 結 ぶ 横
桁 ５ ｃ と 、 主 桁 ５ ｂ の 両 側 か ら 幅 方 向 に 張 り 出 す よ う に 設 け ら れ る ブ ラ ケ ッ ト ５ ｅ に よ り
構 成 さ れ る 。 床 板 ５ ａ の 上 面 に は 、 幅 方 向 の 両 端 部 に 高 欄 ５ ｄ が 立 設 さ れ 、 さ ら に 舗 装 （
不 図 示 ） 等 が 敷 設 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 こ こ で 、 新 設 橋 梁 ５ は 、 仮 設 状 態 に お い て 幅 方 向 に 複 数 の 部 分 に 分 か れ て お り 、 該 複 数
の 部 分 を ス ラ イ ド さ せ 、 間 に 中 間 部 を 設 置 す る こ と で 橋 脚 上 に 架 設 さ れ る 。 す な わ ち 、 新
設 橋 梁 ５ は 、 橋 脚 上 に 固 定 さ れ る 前 の 状 態 に お い て 、 幅 方 向 の 中 央 に 位 置 す る 中 央 部 ５ １
と 、 幅 方 向 の 両 側 に 位 置 す る 側 部 ５ ２ 、 ５ ３ と 、 中 央 部 ５ １ と 側 部 ５ ２ と を 連 結 す る 中 間
部 ５ ４ と 、 同 様 に 中 央 部 ５ １ と 側 部 ５ ３ と を 連 結 す る 中 間 部 ５ ５ の ５ つ の 部 分 に 分 割 さ れ
て い る 。 中 央 部 ５ １ は １ 本 の 主 桁 ５ ｂ を 有 し 、 両 側 部 ５ ２ 、 ５ ３ は 各 々 １ 本 の 主 桁 ５ ｂ と
テ ー パ 状 の ブ ラ ケ ッ ト ５ ｅ を 有 し 、 中 間 部 ５ ４ 、 ５ ５ は 各 々 １ 本 の フ ラ ッ ト 状 の 横 桁 ５ ｃ
を 有 す る 。 さ ら に 、 側 部 ５ ２ 、 ５ ３ の テ ー パ 状 の ブ ラ ケ ッ ト ５ ｅ は 、 そ れ ぞ れ 主 桁 ５ ｂ の
床 板 ５ ａ 側 に ピ ン 連 結 部 ５ ６ を 介 し て 回 転 自 在 に 連 結 さ れ る 。 こ れ に よ り 、 側 部 ５ ２ 、 ５
３ の テ ー パ 状 の ブ ラ ケ ッ ト ５ ｅ は 、 図 中 二 点 鎖 線 で 示 す よ う に 、 跳 ね 上 げ る よ う に し て 折
り た た む こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 と こ ろ で 、 本 実 施 例 に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 で は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 既 設 橋 梁 １ を 幅 方
向 に 沿 っ た 切 断 位 置 ８ ａ 、 ８ ｂ 、 ８ ｃ 、 ８ ｄ で 切 断 し て 、 橋 軸 方 向 に ５ つ に 分 割 し 、 順 番
に 架 け 替 え る こ と で 橋 面 上 に 十 分 な 作 業 ヤ ー ド を 確 保 す る こ と を 図 っ て い る 。 切 断 位 置 ８
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ａ 、 ８ ｂ 、 ８ ｃ 、 ８ ｄ は 、 既 設 橋 脚 ４ ａ 、 ４ ｂ 、 ４ ｃ 、 ４ ｄ の 位 置 に ほ ぼ 対 応 し た 位 置 で
あ る 。 既 設 橋 梁 １ に 替 え て 架 設 す る 新 設 橋 梁 ５ も 、 既 設 橋 梁 １ と 同 様 に 橋 軸 方 向 に ５ つ に
分 割 し て お く 。 さ ら に 、 本 実 施 例 に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 で は 、 既 設 橋 梁 １ を 幅 方 向 に 対 し
て 中 央 部 １ ０ と 側 部 １ １ ａ 、 側 部 １ １ ｂ に 切 断 し 、 リ フ タ ６ ３ を 備 え る 昇 降 装 置 ６ を 両 側
部 １ １ ａ 、 １ １ ｂ に 走 行 可 能 と し 、 こ の 昇 降 装 置 ６ に よ り 中 央 部 １ ０ を 撤 去 す る と 共 に 、
新 設 橋 梁 ５ を 架 設 す る こ と で 、 周 辺 環 境 へ の 悪 影 響 の 抑 制 と 、 架 け 替 え 効 率 の 向 上 を 図 っ
て い る 。 す な わ ち 、 既 設 橋 梁 １ を 橋 軸 方 向 に 沿 っ た 切 断 位 置 ７ ａ 、 ７ ｂ で ３ つ に 切 断 し て
、 中 央 部 １ ０ と 両 側 部 １ １ ａ 、 １ １ ｂ に 分 割 す る 。 そ し て 、 両 側 に 位 置 す る 両 側 部 １ １ ａ
、 １ １ ｂ に 昇 降 装 置 ６ を 走 行 可 能 に 設 置 し て 、 こ の 昇 降 装 置 ６ に よ り 既 設 橋 梁 １ の 中 央 部
１ ０ を 吊 り 上 げ て 撤 去 し 、 新 設 橋 梁 ５ を 架 設 す る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 こ こ で 、 昇 降 装 置 ６ は 、 両 側 部 １ １ ａ 、 １ １ ｂ 上 に 橋 軸 方 向 に 沿 っ て 各 々 敷 設 さ れ る １
対 の 軌 条 ６ １ ａ 、 ６ １ ｂ 上 を 走 行 可 能 に 構 成 さ れ る 。 昇 降 装 置 ６ は 、 軌 条 ６ １ ａ 、 ６ １ ｂ
上 に 載 置 さ れ る 自 走 台 車 ６ ２ と 、 自 走 台 車 ６ ２ 上 に 固 定 さ れ る リ フ タ ６ ３ を 備 え る 。 自 走
台 車 ６ ２ は 、 軌 条 ６ １ ａ 、 ６ １ ｂ 上 を 移 動 す る 。 リ フ タ ６ ３ は 、 油 圧 シ リ ン ダ ー 等 に よ り
伸 縮 す る 機 構 を 有 す る 。 自 走 台 車 ６ ２ 、 リ フ タ ６ ３ は 、 そ れ ぞ れ ４ つ ず つ 設 け ら れ 、 １ つ
の 自 走 台 車 ６ ２ と １ つ の リ フ タ ６ ３ を １ 組 と し て 合 計 ４ 組 備 え る 。 こ の 自 走 台 車 ６ ２ と リ
フ タ ６ ３ の 組 は 、 軌 条 ６ １ ａ 上 に ２ 組 、 軌 条 ６ １ ｂ 上 に ２ 組 ず つ 設 け ら れ る 。 さ ら に 、 昇
降 装 置 ６ は 、 リ フ タ ６ ３ の 先 端 に 固 定 さ れ る 頂 部 梁 ６ ４ を ２ つ 備 え る 。 各 頂 部 梁 ６ ４ は 、
軌 条 ６ １ ａ 上 の リ フ タ ６ ３ の う ち の １ つ と 軌 条 ６ １ ｂ 上 の リ フ タ ６ ３ の う ち の １ つ と を 連
結 す る よ う に 固 定 さ れ る 。 頂 部 梁 ６ ４ は 、 こ の リ フ タ ６ ３ の 伸 縮 に よ り 鉛 直 方 向 に 移 動 す
る 。 ま た 、 ２ つ の 頂 部 梁 ６ ４ は ６ 本 の 連 結 梁 ６ ５ に よ り 連 結 さ れ 剛 性 が 確 保 さ れ 、 一 体 と
な っ て 鉛 直 方 向 に 移 動 す る 。 昇 降 装 置 ６ は 、 後 述 す る 図 ４ の Ｓ Ｔ （ ス テ ッ プ ） １ 等 で は 、
橋 軸 方 向 か ら 見 て 全 体 と し て 門 型 の 形 状 を な す 。 ま た 、 昇 降 装 置 ６ は 、 後 述 す る 図 ７ の Ｓ
Ｔ ４ 等 の よ う に 、 解 体 し て 天 秤 型 （ 頂 部 梁 ６ ４ の 両 端 部 が 片 持 ち 状 に な っ た 型 ） に も 容 易
に 組 み 替 え る こ と が 可 能 で あ る 。
　 以 下 、 図 ４ 乃 至 図 １ ５ を 参 照 し て 上 記 の 構 成 か ら な る 橋 梁 の 施 工 方 法 に つ い て 詳 細 に 説
明 す る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 図 ４ 乃 至 図 １ ５ は 、 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 を 示 す 模 式 的 な 流 れ 図 で あ
り 、 図 ４ に Ｓ Ｔ １ 、 図 ５ に Ｓ Ｔ ２ 、 図 ６ に Ｓ Ｔ ３ 、 図 ７ に Ｓ Ｔ ４ 、 図 ８ に Ｓ Ｔ ５ 、 図 ９ に
Ｓ Ｔ ６ 、 図 １ ０ に Ｓ Ｔ ７ 、 図 １ １ に Ｓ Ｔ ８ 、 図 １ ２ に Ｓ Ｔ ９ 、 図 １ ３ に Ｓ Ｔ １ ０ 、 図 １ ４
に Ｓ Ｔ １ １ 、 図 １ ５ に Ｓ Ｔ １ ２ を 示 す 。 ま た 、 図 ４ 乃 至 図 １ ５ 中 、 右 側 に 橋 梁 の 模 式 的 側
面 図 、 左 側 に 幅 方 向 の 模 式 的 断 面 図 を 示 す 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 本 実 施 例 に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 で は 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 ま ず 、 既 設 橋 梁 １ を 幅 方 向 に
沿 っ た 切 断 位 置 ８ ａ 、 ８ ｂ 、 ８ ｃ 、 ８ ｄ で 切 断 し て 、 橋 軸 方 向 に ５ つ に 分 割 し 、 道 路 ２ 側
の 端 部 か ら 既 設 橋 脚 ４ ｃ ま で の ３ 径 間 を 最 初 に 架 け 替 え る 範 囲 と し て 、 残 っ た 既 設 橋 脚 ４
ｃ か ら 道 路 ３ 側 の 端 部 ま で の ２ 径 間 を 作 業 ヤ ー ド ９ と し て 確 保 す る 。 次 い で 、 既 設 橋 梁 １
を 橋 軸 方 向 に 沿 っ た 切 断 位 置 ７ ａ 、 ７ ｂ で ３ つ に 切 断 し て 、 中 央 部 １ ０ と 両 側 部 １ １ ａ 、
１ １ ｂ に 分 割 す る 。 そ の 後 、 既 設 橋 梁 １ の 両 側 部 １ １ ａ 、 １ １ ｂ の 橋 面 上 に 、 橋 軸 方 向 に
沿 っ て 軌 条 ６ １ ａ 、 ６ １ ｂ を 敷 設 し 、 こ の 軌 条 ６ １ ａ 、 ６ １ ｂ 上 に 自 走 台 車 ６ ２ 、 リ フ タ
６ ３ 、 頂 部 梁 ６ ４ 、 連 結 梁 ６ ５ を 順 次 組 み 付 け て 昇 降 装 置 ６ を 設 置 す る 。 こ の と き 、 リ フ
タ ６ ３ は 、 頂 部 梁 ６ ４ が 最 も 低 い 状 態 と な る よ う に 縮 小 さ せ て お く （ Ｓ Ｔ １ ） 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 次 に 、 図 ５ に 示 す よ う に 、 既 設 橋 梁 １ の 中 央 部 １ ０ を １ 径 間 ご と 吊 り 下 げ 材 ６ ６ を 介 し
て 頂 部 梁 ６ ４ に 連 結 す る 。 そ し て 、 リ フ タ ６ ３ を 駆 動 し て 伸 長 さ せ 、 頂 部 梁 ６ ４ を 鉛 直 方
向 上 側 に 持 ち 上 げ 、 既 設 橋 梁 １ の 中 央 部 １ ０ を 吊 り 上 げ る 。 そ の 後 、 自 走 台 車 ６ ２ を 駆 動
し て 、 吊 り 上 げ た 既 設 橋 梁 １ の 中 央 部 １ ０ を 作 業 ヤ ー ド ９ に 搬 送 し て 撤 去 し 、 リ フ タ ６ ３
を 縮 小 さ せ 、 作 業 ヤ ー ド ９ に こ の 中 央 部 １ ０ を 下 ろ す 。 中 央 部 １ ０ は 、 作 業 ヤ ー ド ９ で 解
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体 用 重 機 ７ ０ に よ り 解 体 し た 後 、 輸 送 ト ラ ッ ク ８ ０ に 積 み 込 み 、 橋 面 上 か ら 搬 出 し て 所 定
の 処 理 場 に 廃 棄 す る 。 こ れ を ３ 径 間 分 繰 り 返 す （ Ｓ Ｔ ２ ） 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 次 に 、 図 ６ に 示 す よ う に 、 幅 方 向 に 分 割 さ れ た 新 設 橋 梁 ５ の 中 央 部 ５ １ 、 両 側 部 ５ ２ 、
５ ３ を １ 径 間 ご と に １ つ の ユ ニ ッ ト と し 、 こ の ユ ニ ッ ト を 吊 り 下 げ 材 ６ ６ を 介 し て 頂 部 梁
６ ４ に 連 結 す る 。 こ の ユ ニ ッ ト 化 作 業 や 連 結 作 業 等 の 新 設 橋 梁 ５ を 仮 設 す る た め の 準 備 は
作 業 ヤ ー ド ９ で 行 う 。 ま た 、 こ の と き 、 新 設 橋 梁 ５ の 中 央 部 ５ １ と 両 側 部 ５ ２ 、 ５ ３ は 、
横 桁 ５ ｃ を 縮 め た 状 態 と し 、 か つ 、 両 側 部 ５ ２ 、 ５ ３ の テ ー パ 状 の ブ ラ ン ケ ッ ト ５ ｅ は 、
跳 ね 上 げ る よ う に し て 折 り た た ん で お く 。 ま た 、 こ こ で 昇 降 装 置 ６ が 走 行 す る 軌 条 ６ １ ａ
、 ６ １ ｂ と 同 等 の も の を 、 新 設 橋 梁 ５ の 中 央 部 ５ １ 、 両 側 部 ５ ２ 、 ５ ３ の ユ ニ ッ ト の 上 面
に 組 み つ け て お く 。 こ れ に よ り 、 新 た に 架 設 す る 新 設 橋 梁 の 製 作 段 階 で 、 軌 条 ６ １ ａ 、 ６
１ ｂ な ど の 部 材 を ユ ニ ッ ト に あ ら か じ め 組 み つ け て お く こ と が で き る の で 、 組 み つ け が 容
易 で 精 度 も 向 上 す る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 そ し て 、 リ フ タ ６ ３ を 駆 動 し て 伸 長 さ せ 、 頂 部 梁 ６ ４ を 鉛 直 方 向 上 側 に 持 ち 上 げ 、 新 設
橋 梁 ５ の 中 央 部 ５ １ 、 両 側 部 ５ ２ 、 ５ ３ の ユ ニ ッ ト を 吊 り 上 げ る 。 そ の 後 、 自 走 台 車 ６ ２
を 駆 動 し て 、 撤 去 さ れ た 既 設 橋 梁 １ の 中 央 部 １ ０ が あ っ た 位 置 に 吊 り 上 げ た ユ ニ ッ ト を 搬
送 し 、 リ フ タ ６ ３ を 縮 小 さ せ 、 既 設 橋 脚 ４ 上 に こ の ユ ニ ッ ト を 下 ろ す 。 こ の 時 点 で は 、 新
設 橋 梁 ５ の 中 央 部 ５ １ 、 両 側 部 ５ ２ 、 ５ ３ の ユ ニ ッ ト は 、 既 設 橋 脚 ４ 上 か ら 落 下 し な い 程
度 に 仮 止 め し て お く 。 な お 、 こ の と き 、 作 業 ヤ ー ド ９ と し て 利 用 さ れ 、 ま だ 撤 去 さ れ て い
な い 既 設 橋 梁 １ の 中 央 部 １ ０ の 上 面 と 、 ユ ニ ッ ト の 上 面 と の 間 に 段 差 が で き な い よ う に 、
こ の ユ ニ ッ ト の 鉛 直 方 向 に お け る 位 置 を 調 整 し て お く 。 こ れ に よ り 、 次 の ス テ ッ プ で 、 昇
降 装 置 ６ を 橋 梁 の 幅 方 向 中 央 に 設 置 し な お し た 後 で も 、 こ の 昇 降 装 置 ６ は 橋 軸 方 向 に 円 滑
に 走 行 す る こ と が で き る 。 こ れ を ３ 径 間 分 繰 り 返 す （ Ｓ Ｔ ３ ） 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 次 に 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 Ｓ Ｔ １ で 既 設 橋 梁 １ の 両 側 部 １ １ ａ 、 １ １ ｂ に 設 置 し た 昇 降
装 置 ６ の 連 結 梁 ６ ５ 、 頂 部 梁 ６ ４ 、 リ フ タ ６ ３ 、 自 走 台 車 ６ ２ を 順 次 解 体 し 、 こ の 解 体 し
た 昇 降 装 置 ６ 、 軌 条 ６ １ ａ 、 ６ １ ｂ を 仮 設 し た 新 設 橋 梁 ５ の 中 央 部 ５ １ 、 両 側 部 ５ ２ 、 ５
３ の ユ ニ ッ ト の 上 面 及 び ま だ 撤 去 さ れ て い な い 既 設 橋 梁 １ の 中 央 部 １ ０ の 上 面 に 組 み 替 え
な お す （ Ｓ Ｔ ４ ） 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 こ こ で 、 昇 降 装 置 ６ を 橋 梁 の 幅 方 向 中 央 に 盛 り 替 え る こ と で 自 走 台 車 ６ ２ の 幅 方 向 の 間
隔 が 狭 く な り 、 昇 降 装 置 ６ の 水 平 方 向 の 安 定 性 が 低 下 す る 可 能 性 が あ る 。 し か し な が ら 、
本 発 明 で は 、 次 の ス テ ッ プ で 既 設 橋 梁 １ の 両 側 部 １ １ ａ 、 １ １ ｂ の 片 側 を 撤 去 す る 際 、 昇
降 装 置 ６ に カ ウ ン タ ウ ェ イ ト ６ ７ を 設 け る こ と で 昇 降 装 置 ６ が 該 片 側 へ 転 倒 す る こ と を 防
止 し て い る 。 具 体 的 に は 、 次 の ス テ ッ プ で 既 設 橋 梁 １ の 側 部 １ １ ａ を 撤 去 す る 前 の 準 備 と
し て 、 カ ウ ン タ ウ ェ イ ト ６ ７ を 昇 降 装 置 ６ の 軌 条 ６ １ ｂ 側 の 底 部 に 固 定 す る 。 こ の カ ウ ン
タ ウ ェ イ ト ６ ７ は 、 昇 降 装 置 ６ に よ り 側 部 １ １ ａ を 吊 り 上 げ た 際 の 荷 重 の ア ン バ ラ ン ス を
解 消 す る も の で あ る 。 ま た 、 相 互 に 隣 接 す る リ フ タ ６ ３ の 間 に 伸 縮 機 構 ６ ８ を 設 け る 。 伸
縮 機 構 ６ ８ は 、 リ フ タ ６ ３ の 伸 縮 に 伴 っ て 伸 び 縮 み す る ジ ャ バ ラ 状 の 構 造 を な す 。 こ の 伸
縮 機 構 ６ ８ は 、 昇 降 装 置 ６ 全 体 の 水 平 方 向 の 剛 性 を 補 強 す る の で 、 昇 降 装 置 ６ の 水 平 方 向
の 安 定 性 を 向 上 す る こ と が で き る 。 こ の カ ウ ン タ ウ ェ イ ト ６ ７ 、 伸 縮 機 構 ６ ８ は 、 Ｓ Ｔ ４
で 昇 降 装 置 ６ を 組 み 替 え な お し た 際 に 一 緒 に 組 み つ け て お く 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 次 に 、 図 ８ に 示 す よ う に 、 既 設 橋 梁 １ の 側 部 １ １ ａ を 吊 り 下 げ 材 ６ ６ を 介 し て １ 径 間 ご
と に 頂 部 梁 ６ ４ に 連 結 す る 。 そ し て 、 リ フ タ ６ ３ を 駆 動 し て 伸 長 さ せ 、 頂 部 梁 ６ ４ を 鉛 直
方 向 上 側 に 持 ち 上 げ 、 既 設 橋 梁 １ の 側 部 １ １ ａ を 吊 り 上 げ る 。 そ の 後 、 自 走 台 車 ６ ２ を 駆
動 し て 、 吊 り 上 げ た 既 設 橋 梁 １ の 側 部 １ １ ａ を 作 業 ヤ ー ド ９ に 搬 送 し て 撤 去 し 、 リ フ タ ６
３ を 縮 小 さ せ 、 作 業 ヤ ー ド ９ に こ の 側 部 １ １ ａ を 下 ろ す 。 側 部 １ １ ａ は 、 作 業 ヤ ー ド ９ で
解 体 用 重 機 ７ ０ に よ り 解 体 し た 後 、 輸 送 ト ラ ッ ク ８ ０ に 積 み 込 み 、 橋 面 上 か ら 搬 出 し て 所
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定 の 処 理 場 に 廃 棄 す る 。 こ れ を ３ 径 間 分 繰 り 返 す （ Ｓ Ｔ ５ ） 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 そ の 後 、 図 ９ に 示 す よ う に 、 昇 降 装 置 ６ を い っ た ん 作 業 ヤ ー ド ９ ま で 移 動 さ せ 、 そ こ で
待 機 さ せ る 。 そ し て 、 こ の 新 設 橋 梁 ５ の 側 部 ５ ２ を 既 設 橋 脚 ４ 上 の 一 方 の 端 部 （ 撤 去 さ れ
た 既 設 橋 梁 １ の 側 部 １ １ ａ が あ っ た 位 置 ） ま で ス ラ イ ド さ せ 、 固 定 す る 。 こ れ を ３ 径 間 分
繰 り 返 す （ Ｓ Ｔ ６ ） 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 次 に 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 Ｓ Ｔ ６ で ス ラ イ ド さ せ た 側 部 ５ ２ の テ ー パ 状 の ブ ラ ン ケ ッ
ト ５ ｅ を 回 転 さ せ て 水 平 方 向 に 展 開 す る 。 そ し て 、 昇 降 装 置 ６ の 伸 縮 機 構 ６ ８ 、 カ ウ ン タ
ウ ェ イ ト ６ ７ 、 連 結 梁 ６ ５ 、 頂 部 梁 ６ ４ 、 リ フ タ ６ ３ 、 自 走 台 車 ６ ２ を 順 次 解 体 し 、 こ の
解 体 し た 昇 降 装 置 ６ を 新 設 橋 梁 ５ の 側 部 ５ ３ と ス ラ イ ド さ せ た 側 部 ５ ２ の 上 面 に 中 央 部 ５
１ を 跨 ぐ よ う に 組 み 替 え な お す 。 こ の と き 、 軌 条 ６ １ ａ 、 ６ １ ｂ は 、 Ｓ Ｔ ４ と 同 様 に 、 ま
だ 撤 去 さ れ て い な い 既 設 橋 梁 １ の 中 央 部 １ ０ の 上 面 に も 延 設 す る 。 な お 、 こ こ で は 、 自 走
台 車 ６ ２ の 幅 方 向 の 間 隔 を 広 く と る こ と が で き る の で 、 カ ウ ン タ ウ ェ イ ト ６ ７ 、 伸 縮 機 構
６ ８ 等 は 必 要 な い 。 次 い で 、 作 業 ヤ ー ド ９ に お い て 、 新 設 橋 梁 ５ の 中 間 部 ５ ４ を 吊 り 下 げ
材 ６ ６ を 介 し て 頂 部 梁 ６ ４ に 連 結 し 、 リ フ タ ６ ３ を 駆 動 し て 伸 長 さ せ 、 頂 部 梁 ６ ４ を 鉛 直
方 向 上 側 に 持 ち 上 げ 、 新 設 橋 梁 ５ の 中 間 部 ５ ４ を 吊 り 上 げ る 。 そ の 後 、 自 走 台 車 ６ ２ を 駆
動 し て 、 吊 り 上 げ た 中 間 部 ５ ４ を 中 央 部 ５ １ と 側 部 ５ ２ と の 間 の 鉛 直 方 向 上 方 の 位 置 ま で
搬 送 し 、 リ フ タ ６ ３ を 縮 小 さ せ 、 中 央 部 ５ １ と 側 部 ５ ２ と の 間 に こ の 中 間 部 ５ ４ を 下 ろ す
。 そ し て 、 中 央 部 ５ １ 、 側 部 ５ ２ と 中 間 部 ５ ４ と を ボ ル ト （ 不 図 示 ） 等 に よ り 固 定 す る 。
こ れ を ３ 径 間 分 繰 り 返 す （ Ｓ Ｔ ７ ） 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 次 に 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 昇 降 装 置 ６ を 再 び 順 次 解 体 し 、 こ の 解 体 し た 昇 降 装 置 ６ を
中 間 部 ５ ４ と 側 部 ５ ３ の 上 面 に 組 み 替 え な お す 。 こ こ で 、 Ｓ Ｔ ４ と 同 様 に 、 自 走 台 車 ６ ２
の 幅 方 向 の 間 隔 が 狭 く な る の で 、 カ ウ ン タ ウ ェ イ ト ６ ７ 、 伸 縮 機 構 ６ ８ も 昇 降 装 置 ６ に 取
り 付 け る 。 た だ し 、 こ こ で は 、 カ ウ ン タ ウ ェ イ ト ６ ７ は 、 昇 降 装 置 ６ に よ り 側 部 １ １ ｂ を
吊 り 上 げ た 際 の 荷 重 の ア ン バ ラ ン ス を 解 消 す る た め 、 軌 条 ６ １ ａ 側 の 底 部 に 固 定 す る 。 そ
し て 、 既 設 橋 梁 １ の 側 部 １ １ ｂ を 吊 り 下 げ 材 ６ ６ を 介 し て １ 径 間 ご と に 頂 部 梁 ６ ４ に 連 結
し 、 リ フ タ ６ ３ を 駆 動 し て 伸 長 さ せ 、 頂 部 梁 ６ ４ を 鉛 直 方 向 上 側 に 持 ち 上 げ 、 既 設 橋 梁 １
の 側 部 １ １ ｂ を 吊 り 上 げ る 。 そ の 後 、 自 走 台 車 ６ ２ を 駆 動 し て 、 吊 り 上 げ た 既 設 橋 梁 １ の
側 部 １ １ ｂ を 作 業 ヤ ー ド ９ に 搬 送 し て 撤 去 し 、 リ フ タ ６ ３ を 縮 小 さ せ 、 作 業 ヤ ー ド ９ に こ
の 側 部 １ １ ｂ を 下 ろ す 。 側 部 １ １ ｂ は 、 作 業 ヤ ー ド ９ で 解 体 用 重 機 ７ ０ に よ り 解 体 し た 後
、 輸 送 ト ラ ッ ク ８ ０ に 積 み 込 み 、 橋 面 上 か ら 搬 出 し て 所 定 の 処 理 場 に 廃 棄 す る 。 こ れ を ３
径 間 分 繰 り 返 す （ Ｓ Ｔ ８ ） 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 そ の 後 、 図 １ ２ に 示 す よ う に 、 Ｓ Ｔ ６ と 同 様 に 、 昇 降 装 置 ６ を い っ た ん 作 業 ヤ ー ド ９ ま
で 移 動 さ せ 、 そ こ で 待 機 さ せ る 。 そ し て 、 新 設 橋 梁 ５ の 側 部 ５ ３ を 既 設 橋 脚 ４ 上 の 他 方 の
端 部 （ 撤 去 さ れ た 既 設 橋 梁 １ の 側 部 １ １ ｂ が あ っ た 位 置 ） ま で ス ラ イ ド さ せ 、 固 定 す る 。
こ れ を ３ 径 間 分 繰 り 返 す （ Ｓ Ｔ ９ ） 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 次 に 、 図 １ ３ に 示 す よ う に 、 Ｓ Ｔ ７ と 同 様 に 、 Ｓ Ｔ ９ で ス ラ イ ド さ せ た 側 部 ５ ３ の テ ー
パ 状 の ブ ラ ン ケ ッ ト ５ ｅ を 回 転 さ せ て 水 平 方 向 に 展 開 す る 。 そ し て 、 昇 降 装 置 ６ を 順 次 解
体 し 、 こ の 解 体 し た 昇 降 装 置 ６ を 新 設 橋 梁 ５ の 中 間 部 ５ ４ と 側 部 ５ ３ の 上 面 に 、 中 央 部 ５
１ を 跨 ぐ よ う に 組 み 替 え な お す 。 こ の と き 、 軌 条 ６ １ ａ 、 ６ １ ｂ は 、 ま だ 撤 去 さ れ て い な
い 既 設 橋 梁 １ の 中 央 部 １ ０ の 上 面 に も 延 設 す る 。 ま た 、 カ ウ ン タ ウ ェ イ ト ６ ７ 、 伸 縮 機 構
６ ８ 等 は 必 要 な い 。 そ の 後 、 作 業 ヤ ー ド ９ に お い て 、 新 設 橋 梁 ５ の 中 間 部 ５ ５ を 吊 り 下 げ
材 ６ ６ を 介 し て 頂 部 梁 ６ ４ に 連 結 し 、 リ フ タ ６ ３ を 駆 動 し て 伸 長 さ せ 、 頂 部 梁 ６ ４ を 鉛 直
方 向 上 側 に 持 ち 上 げ 、 新 設 橋 梁 ５ の 中 間 部 ５ ５ を 吊 り 上 げ る 。 そ の 後 、 自 走 台 車 ６ ２ を 駆
動 し て 、 吊 り 上 げ た 中 間 部 ５ ５ を 中 央 部 ５ １ と 側 部 ５ ３ と の 間 の 鉛 直 方 向 上 方 の 位 置 ま で
搬 送 し 、 リ フ タ ６ ３ を 縮 小 さ せ 、 中 央 部 ５ １ と 側 部 ５ ３ と の 間 に こ の 中 間 部 ５ ５ を 下 ろ す
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。 そ し て 、 中 央 部 ５ １ 、 側 部 ５ ３ と 中 間 部 ５ ５ と を ボ ル ト （ 不 図 示 ） 等 に よ り 固 定 す る 。
こ れ を ３ 径 間 分 繰 り 返 し 、 各 径 間 ご と に 架 設 さ れ た 新 設 橋 梁 ５ 同 士 を 固 定 す る （ Ｓ Ｔ １ ０
） 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 以 上 の Ｓ Ｔ １ ０ ま で で 、 最 初 に 架 け 替 え 範 囲 と し て 定 め た 道 路 ２ 側 の 端 部 か ら 既 設 橋 脚
４ ｃ ま で の ３ 径 間 の 橋 梁 の 架 け 替 え が 終 了 す る 。 次 は 、 図 １ ４ に 示 す よ う に 、 架 け 替 え 範
囲 と 作 業 ヤ ー ド ９ と を 反 転 さ せ て 残 り の 部 分 の 架 け 替 え を 行 う 。 す な わ ち 、 道 路 ２ 側 の 端
部 か ら 既 設 橋 脚 ４ ｃ ま で の 架 け 替 え ら れ た 新 設 橋 梁 ５ の 橋 面 上 を 作 業 ヤ ー ド ９ と し て 確 保
し 、 残 っ た 既 設 橋 脚 ４ ｃ か ら 道 路 ３ 側 の 端 部 ま で の ２ 径 間 を 次 ぎ に 架 け 替 え る 範 囲 と し て
、 Ｓ Ｔ ２ か ら Ｓ Ｔ １ ０ を 繰 り 返 し 、 既 設 橋 梁 １ を 新 設 橋 梁 ５ に 架 け 替 え る （ Ｓ Ｔ １ １ ） 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 以 上 の Ｓ Ｔ １ か ら Ｓ Ｔ １ １ ま で の 作 業 で は 、 既 設 橋 脚 ４ 上 に 架 け ら れ た 既 設 橋 梁 １ を 幅
方 向 に 対 し て 中 央 部 １ ０ と 両 側 部 １ １ ａ 、 １ １ ｂ に 切 断 し て 、 両 側 部 １ １ ａ 、 １ １ ｂ に 昇
降 装 置 ６ を 設 置 し 、 こ の 昇 降 装 置 ６ に よ り 中 央 部 １ ０ を 吊 り 上 げ る と 共 に 、 昇 降 装 置 ６ が
橋 軸 方 向 に 走 行 し て こ の 中 央 部 １ ０ を 撤 去 す る こ と で 、 新 設 橋 梁 ５ を 架 設 す る 場 所 を あ け
て 該 新 設 橋 梁 ５ を 架 設 す る た め 、 橋 梁 の 橋 面 上 の み で 架 け 替 え の 施 工 を す る こ と が 可 能 で
あ り 、 河 川 Ｒ の 水 面 は 使 わ れ て い な い 。 す な わ ち 、 上 部 工 に 対 す る 作 業 と 下 部 工 に 対 す る
作 業 と を 分 離 し て 、 並 行 し て 行 う こ と が で き る 。 そ こ で 、 本 実 施 例 で は 、 上 部 工 と し て の
既 設 橋 梁 １ と 新 設 橋 梁 ５ と の 架 け 替 え に 並 行 し て 下 部 工 と し て の 新 設 橋 脚 ９ ０ を 施 工 し 、
既 設 橋 脚 ４ を 撤 去 す る こ と で 、 工 期 の 短 縮 化 を 図 っ て い る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 新 設 橋 脚 ９ ０ の 施 工 は 、 上 述 し た Ｓ Ｔ ２ か ら Ｓ Ｔ １ ２ と 並 行 し て 行 う 。 新 設 橋 脚 ９ ０ は
横 梁 と 、 こ の 横 梁 を 取 り 付 け る た め の 仕 口 が 形 成 さ れ て い る ２ 本 の 鋼 管 杭 に よ り 構 成 さ れ
る 。 新 設 橋 脚 ９ ０ は 、 強 度 が 向 上 し た 新 設 橋 梁 ５ に 対 応 さ せ て 、 既 設 橋 脚 ４ ａ と 既 設 橋 脚
４ ｂ と の 間 及 び 既 設 橋 脚 ４ ｃ と 既 設 橋 脚 ４ ｄ と の 間 の ２ 箇 所 に １ 脚 ず つ 設 け る 。 新 設 橋 脚
９ ０ の 施 工 は 、 ま ず 、 自 己 昇 降 式 作 業 台 船 （ Ｓ ｅ ｌ ｆ 　 Ｅ ｌ ｅ ｖ ａ ｔ ｉ ｎ ｇ 　 Ｐ ｌ ａ ｔ ｆ
ｏ ｒ ｍ 、 以 下 「 Ｓ Ｅ Ｐ 台 船 」 と 略 記 す る 。 ） に よ り 、 上 記 ２ 箇 所 に そ れ ぞ れ ２ 本 ず つ 鋼 管
杭 を 運 搬 し 、 橋 梁 の 幅 方 向 の 両 端 に 各 々 杭 打 す る 。 こ れ を Ｓ Ｔ ２ か ら Ｓ Ｔ ６ と 並 行 し て 行
い 、 新 設 橋 梁 ５ の 側 部 ５ ２ の ブ ラ ケ ッ ト ５ ｅ を 展 開 す る 前 に 完 了 す る （ Ｓ Ｔ ２ か ら Ｓ Ｔ ５
で は 新 設 橋 脚 ９ ０ を 点 線 で 示 す 。 ） 。 次 に 、 Ｓ Ｔ ６ か ら Ｓ Ｔ １ １ と 並 行 し て 、 Ｓ Ｅ Ｐ 台 船
に よ り 横 梁 を 搬 送 し 、 鋼 管 杭 に 形 成 さ れ た 仕 口 に 固 定 し て 架 設 す る 。 そ の 後 、 図 １ ５ に 示
す よ う に 、 既 設 橋 梁 １ と 新 設 橋 梁 ５ と の 架 け 替 え と し て Ｓ Ｔ １ １ が 終 了 し た 後 、 高 欄 ５ ｄ
な ど を 設 け 、 既 設 橋 脚 ４ を 撤 去 し て 終 了 す る （ Ｓ Ｔ １ ２ ） 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 こ こ で 、 上 記 各 ス テ ッ プ に お け る 一 般 の 車 両 や 歩 行 者 の 通 行 の 可 否 に つ い て 説 明 す る 。
一 般 的 に 、 橋 梁 の 架 け 替 え の 際 に は 橋 梁 上 の 通 行 は 制 限 さ れ る が 、 本 発 明 に よ れ ば 、 既 設
橋 梁 １ を 橋 軸 方 向 に 沿 っ て 中 央 部 １ ０ 、 両 側 部 １ １ ａ 、 １ １ ｂ の ３ つ に 分 割 し 、 中 央 部 １
０ を 撤 去 し た 後 、 新 設 橋 梁 ５ を 仮 設 し 、 そ の 後 両 側 部 １ １ ａ 、 １ １ ｂ を 撤 去 す る た め 、 橋
面 上 で 橋 軸 方 向 に 行 き 止 ま り と な る ス テ ッ プ が な い の で 、 少 な く と も 歩 行 者 の 通 行 は す べ
て の ス テ ッ プ で 可 能 で あ る 。 な お 、 各 ス テ ッ プ に お い て 、 安 全 確 保 の た め 重 機 等 が あ る ス
ペ ー ス と 歩 行 ス ペ ー ス と を 仮 設 の 防 護 壁 （ 不 図 示 ） に よ り 区 画 し て お く 。 ま た 、 ス テ ッ プ
に よ っ て は 車 両 の 通 行 も 可 能 で あ る 。 す な わ ち 、 Ｓ Ｔ ４ で は 既 設 橋 梁 １ の 両 側 部 １ １ ａ 、
１ １ ｂ 上 、 Ｓ Ｔ ５ 、 Ｓ Ｔ ６ 、 Ｓ Ｔ ７ で は 既 設 橋 梁 １ の 側 部 １ １ ｂ 上 、 Ｓ Ｔ ８ で は ブ ラ ケ ッ
ト ５ ｅ を 展 開 し た 新 設 橋 梁 ５ の 側 部 ５ ２ 上 、 Ｓ Ｔ ９ 、 Ｓ Ｔ １ ０ で は 新 設 橋 梁 ５ の 側 部 ５ ２
及 び 中 間 部 ５ ４ 上 に お い て 車 両 の 通 行 が 可 能 で あ る 。 し た が っ て 、 車 両 の 切 り 回 し を 行 う
期 間 も 短 期 間 で 済 む 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 以 上 で 説 明 し た 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 及 び 橋 梁 に よ れ ば 、 既 設 橋 脚 ４
上 に 架 け ら れ た 既 設 橋 梁 １ を 幅 方 向 に 対 し て 中 央 部 １ ０ と 両 側 部 １ １ ａ 、 １ １ ｂ に 切 断 し
、 昇 降 装 置 ６ を 両 側 部 １ １ ａ 、 １ １ ｂ に 走 行 可 能 と し 、 こ の 昇 降 装 置 ６ に よ り 中 央 部 １ ０
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を 撤 去 す る と 共 に 、 新 設 橋 梁 ５ を 架 設 す る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 し た が っ て 、 既 設 橋 脚 ４ 上 に 架 け ら れ た 既 設 橋 梁 １ を 幅 方 向 に 対 し て 中 央 部 １ ０ と 両 側
部 １ １ ａ 、 １ １ ｂ に 切 断 し て 、 両 側 部 １ １ ａ 、 １ １ ｂ に 昇 降 装 置 ６ を 配 置 す る こ と か ら 、
昇 降 装 置 ６ は 橋 軸 方 向 に 走 行 可 能 と な り 、 こ の 昇 降 装 置 ６ に よ り 既 設 橋 梁 １ の 中 央 部 １ ０
を 吊 り 上 げ る と 共 に 、 昇 降 装 置 ６ が 橋 軸 方 向 に 走 行 し て こ の 中 央 部 １ ０ を 撤 去 す る こ と で
、 新 設 橋 梁 ５ を 架 設 す る 場 所 を あ け て 該 新 設 橋 梁 ５ を 架 設 す る た め 、 橋 梁 の 橋 面 上 の み で
架 け 替 え の 施 工 を す る こ と が 可 能 で あ り 、 例 え ば 、 構 台 、 仮 橋 等 の 仮 設 の 構 造 体 を 必 要 と
し な い の で 、 河 川 占 用 期 間 を 最 小 限 に 抑 え て 周 辺 環 境 へ の 悪 影 響 を 抑 制 し 、 橋 面 上 で 既 設
橋 梁 と 新 設 橋 梁 と を 架 け 替 え る こ と で 架 け 替 え の 効 率 を 向 上 さ せ こ と が で き る 。 そ し て 、
結 果 的 に 工 事 自 体 の 施 工 費 と あ わ せ た 整 備 事 業 の 支 出 を 少 な く す る こ と が で き 、 自 治 体 等
と の 協 議 も 最 小 限 で 済 む 。 さ ら に 、 橋 面 上 で 橋 軸 方 向 に 行 き 止 ま り と な る ス テ ッ プ が な い
こ と か ら 、 少 な く と も 歩 行 者 の 通 行 は す べ て の ス テ ッ プ で 可 能 で あ り 、 車 両 の 通 行 を 規 制
す る 期 間 も 最 小 限 で 済 む 。 ま た 、 既 設 橋 梁 １ を １ 径 間 ず つ 一 括 で 撤 去 し 、 新 設 橋 梁 ５ を １
径 間 ず つ 一 括 で 架 設 す る こ と が で き る の で 工 期 を 短 縮 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 さ ら に 、 以 上 で 説 明 し た 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 及 び 橋 梁 に よ れ ば 、 Ｓ
Ｔ １ か ら Ｓ Ｔ ３ で は 昇 降 装 置 ６ を 両 側 部 １ １ ａ 、 １ １ ｂ に 設 け る こ と か ら 、 両 側 部 １ １ ａ
、 １ １ ｂ 上 で 自 走 台 車 ６ ２ の 幅 方 向 の 間 隔 を 広 く と る こ と が で き る の で 、 昇 降 装 置 ６ を 門
型 に す る こ と が で き 、 水 平 方 向 の 安 定 性 を 向 上 す る こ と が で き る 。 ま た 、 中 央 部 １ ０ を 撤
去 し た 位 置 に 新 設 橋 梁 ５ を 仮 設 し 、 こ の 仮 設 し た 新 設 橋 梁 ５ に 昇 降 装 置 ６ を 走 行 可 能 に 設
け な お す こ と で 、 こ の 昇 降 装 置 ６ は 新 設 橋 梁 ５ 上 を 橋 軸 方 向 に 走 行 可 能 と な り 、 残 っ て い
る 既 設 橋 梁 １ の 両 側 部 １ １ ａ 、 １ １ ｂ を 吊 り 上 げ る と 共 に 、 こ の 昇 降 装 置 ６ が 橋 軸 方 向 に
走 行 し て 両 側 部 １ １ ａ 、 １ １ ｂ を 撤 去 す る こ と か ら 、 橋 梁 の 橋 面 上 の み で 架 け 替 え の 施 工
を す る こ と が 可 能 で あ る 。 ま た 、 新 た に 架 設 す る 新 設 橋 梁 ５ の 製 作 段 階 で 、 軌 条 ６ １ ａ 、
６ １ ｂ な ど を あ ら か じ め 組 み つ け て お く こ と が で き る の で 、 組 み つ け が 容 易 で 精 度 も 向 上
す る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 さ ら に 、 以 上 で 説 明 し た 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 及 び 橋 梁 に よ れ ば 、 既
設 橋 梁 １ の 両 側 部 １ １ ａ 、 １ １ ｂ の 片 側 を 撤 去 す る 際 に 、 昇 降 装 置 ６ に カ ウ ン タ ウ ェ イ ト
６ ７ 、 伸 縮 機 構 ６ ８ を 設 け る こ と で 、 昇 降 装 置 ６ の 片 側 へ の 転 倒 を 防 止 し な が ら 走 行 可 能
と す る 。 し た が っ て 、 Ｓ Ｔ ４ 、 Ｓ Ｔ ５ 、 Ｓ Ｔ ８ の よ う に 、 仮 設 し た 新 設 橋 梁 ５ に 昇 降 装 置
６ を 走 行 可 能 に 設 け な お し 、 こ の 昇 降 装 置 ６ に よ り 両 側 部 １ １ ａ 、 １ １ ｂ の 片 側 を 撤 去 す
る 際 に 、 仮 設 し た 新 設 橋 梁 ５ 上 で 自 走 台 車 ６ ２ の 幅 方 向 の 間 隔 が 狭 く な っ て も 、 吊 り 上 げ
て い る 側 へ の 昇 降 装 置 ６ の 転 倒 を 防 止 し な が ら 走 行 可 能 と す る こ と か ら 、 昇 降 装 置 ６ の 水
平 方 向 の 安 定 性 を 確 保 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 さ ら に 、 以 上 で 説 明 し た 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 及 び 橋 梁 に よ れ ば 、 新
設 橋 梁 ５ は 、 仮 設 状 態 に お い て 幅 方 向 に 中 央 部 ５ １ 、 両 側 部 ５ ２ 、 ５ ３ に 分 か れ て お り 、
こ の 中 央 部 ５ １ 、 両 側 部 ５ ２ 、 ５ ３ を １ 径 間 ご と に １ つ の ユ ニ ッ ト と し て 仮 設 し 、 こ の 両
側 部 ５ ２ 、 ５ ３ を 離 間 さ せ 、 そ の 間 に 中 間 部 ５ ４ 、 ５ ５ を 設 置 し て 架 設 す る 。 し た が っ て
、 新 設 橋 梁 ５ を そ の 幅 を 狭 め た 状 態 で 既 設 橋 脚 ４ 上 に 仮 設 し て 、 そ の 後 、 両 側 部 ５ ２ 、 ５
３ を ス ラ イ ド さ せ 、 中 間 部 ５ ４ 、 ５ ５ を 設 置 し て 、 こ の 新 設 橋 梁 ５ が 所 定 の 幅 と な る よ う
に 架 設 す る の で 、 新 設 橋 梁 ５ の 運 搬 が 容 易 と な り 、 ま た 、 省 ス ペ ー ス で の 作 業 が 可 能 と な
り 、 通 行 や 作 業 員 以 外 の 立 ち 入 り を 制 限 す べ き 領 域 を 狭 く す る こ と が で き る こ と か ら 、 通
行 規 制 を 最 小 限 に と ど め る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 さ ら に 、 以 上 で 説 明 し た 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 及 び 橋 梁 に よ れ ば 、 既
設 橋 梁 １ 及 び 新 設 橋 梁 ５ は 、 橋 軸 方 向 に 複 数 に 分 割 し て 順 番 に 架 け 替 え る 。 し た が っ て 、
既 設 橋 梁 １ 及 び 新 設 橋 梁 ５ を 橋 軸 方 向 に １ 径 間 ご と に 複 数 に 分 割 し て 、 分 割 さ れ た 既 設 橋
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梁 １ 及 び 新 設 橋 梁 ５ ご と に 順 番 に 架 け 替 え を 行 う こ と が で き る の で 、 残 っ て い る 既 設 橋 梁
１ 上 又 は 架 け 替 え た 新 設 橋 梁 ５ の 橋 面 上 に 十 分 な 作 業 ヤ ー ド ９ を 確 保 す る こ と が で き る 。
ま た 、 撤 去 し た 既 設 橋 梁 １ を 残 っ て い る 既 設 橋 梁 １ 上 又 は 架 け 替 え た 新 設 橋 梁 ５ 上 で 解 体
す る こ と か ら 、 既 設 橋 梁 １ を 既 設 橋 脚 ４ 上 か ら 撤 去 し た 後 す ぐ に 解 体 す る こ と が で き る の
で 、 比 較 的 サ イ ズ の 大 き い 未 解 体 の 状 態 で の 余 計 な 運 搬 を 削 減 す る こ と が で き 、 ま た 、 撤
去 後 す ぐ に 、 運 搬 の 際 に 荷 崩 れ を 起 こ さ な い 程 度 ま で 小 さ く 解 体 す る こ と が で き る の で 、
廃 棄 物 の 搬 出 の 際 の 危 険 を 低 減 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 さ ら に 、 以 上 で 説 明 し た 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 及 び 橋 梁 に よ れ ば 、 新
設 橋 梁 ５ の 架 設 に 並 行 し て 新 設 橋 脚 ９ ０ を 施 工 し 、 既 設 橋 脚 ４ を 撤 去 す る 。 し た が っ て 、
上 部 工 に 対 す る 作 業 と 下 部 工 に 対 す る 作 業 と を 分 離 し 、 新 設 橋 梁 ５ の 架 設 に 並 行 し て 新 設
橋 脚 ９ ０ を 施 工 し 、 既 設 橋 脚 ４ を 撤 去 す る の で 、 工 期 を 大 幅 に 削 減 す る こ と が で き る 。
【 実 施 例 ２ 】
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 図 １ ６ は 、 本 発 明 の 実 施 例 ２ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 に お け る 新 設 橋 梁 を 橋 軸 方 向 か ら 見
た 側 面 図 で あ る 。 実 施 例 ２ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 は 、 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 と 略
同 様 の 方 法 で あ る が 、 新 設 橋 梁 ２ ０ ５ の 構 成 が 異 な る 点 で 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法
と は 異 な る 。 そ の 他 、 実 施 例 １ と 共 通 す る 構 成 、 作 用 、 効 果 に つ い て は 、 重 複 し た 説 明 は
で き る だ け 省 略 す る と と も に 、 同 一 の 符 号 を 付 す 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 本 発 明 の 実 施 例 ２ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 に お け る 新 設 橋 梁 ２ ０ ５ は 、 仮 設 状 態 に お い て
幅 方 向 に 収 縮 し て お り 、 仮 設 後 に 幅 方 向 に 伸 張 す る 。 新 設 橋 梁 ２ ０ ５ は 、 床 板 ２ ０ ５ ａ 、
主 桁 ２ ０ ５ ｂ 、 横 桁 ２ ０ ５ ｃ 、 縦 桁 ２ ０ ５ ｄ に よ り 構 成 さ れ る 。 横 桁 ２ ０ ５ ｃ は 、 床 板 ２
０ ５ ａ の 下 面 に 主 桁 ２ ０ ５ ｂ か ら 橋 梁 の 幅 方 向 に 突 き 出 す よ う に 構 成 さ れ 、 両 端 部 に 縦 桁
２ ０ ５ ｄ が 設 け ら れ る 。 新 設 橋 梁 ２ ０ ５ は 、 全 体 が 主 桁 ２ ０ ５ ｂ を 有 す る 中 央 部 ２ ５ １ と
、 幅 方 向 の 両 側 に 位 置 し 各 々 １ 本 の 縦 桁 ２ ０ ５ ｄ を 有 す る 側 部 ２ ５ ２ 、 ２ ５ ３ と の ３ つ の
部 分 に 分 割 さ れ て い る 。 側 部 ２ ５ ２ と 中 央 部 ２ ５ １ 、 側 部 ２ ５ ３ と 中 央 部 ２ ５ １ と は 、 そ
れ ぞ れ 横 桁 ２ ０ ５ ｃ の 各 部 間 に 設 け た ピ ン 連 結 部 ２ ５ ６ に よ っ て 回 転 可 能 に 連 結 さ れ て お
り 、 こ れ に よ り 、 図 中 二 点 鎖 線 で 示 す よ う に 、 両 側 の 側 部 ２ ５ ２ 、 ２ ５ ３ は と も に 中 央 の
中 央 部 ２ ５ １ 上 に 重 ね る よ う に 折 り 畳 め る 構 造 と な っ て い る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 新 設 橋 梁 ２ ０ ５ は 、 上 述 し た Ｓ Ｔ ３ に お い て 昇 降 装 置 ６ に よ り 吊 り 上 げ て 既 設 橋 脚 ４ 上
に 仮 設 す る 際 に は 、 両 側 部 ２ ５ ２ 、 ２ ５ ３ を 中 央 部 ２ ５ １ 上 に 折 り 畳 ん で お く 。 そ し て 、
Ｓ Ｔ ４ に お い て 仮 設 し た 新 設 橋 梁 ２ ０ ５ 上 に 昇 降 装 置 ６ を 盛 り 替 え る 際 に は 、 両 側 部 ２ ５
２ 、 ２ ５ ３ を 共 に ９ ０ ° 程 度 回 転 さ せ て 、 新 設 橋 梁 ２ ０ ５ の 中 央 部 ２ ５ １ 上 に 昇 降 装 置 ６
を 配 置 で き る よ う に す る 。 Ｓ Ｔ ７ で は 、 新 設 橋 梁 ５ の 中 間 部 ５ ４ を 設 置 す る 替 わ り に 、 側
部 ２ ５ ２ を さ ら に ９ ０ ° 程 度 回 転 さ せ て 水 平 方 向 に 展 開 す る 。 側 部 ２ ５ ３ の 展 開 に つ い て
も 同 様 で あ る 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 以 上 で 説 明 し た 本 発 明 の 実 施 例 ２ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 及 び 橋 梁 に よ れ ば 、 新 設 橋 梁 ２
０ ５ は 、 仮 設 状 態 に お い て 幅 方 向 に 伸 縮 可 能 な 構 造 で あ る 。 し た が っ て 、 新 設 橋 梁 ２ ０ ５
の 幅 を 狭 め た 状 態 で 既 設 橋 脚 ４ 上 へ 仮 設 し て 、 そ の 後 所 定 の 幅 と な る よ う に こ の 新 設 橋 梁
２ ０ ５ を 伸 ば す の で 、 一 回 の 作 業 で 新 設 橋 梁 ２ ０ ５ を 所 定 の 位 置 に 仮 設 す る こ と が で き 、
ま た 、 省 ス ペ ー ス で の 作 業 が 可 能 と な り 、 通 行 や 作 業 員 以 外 の 立 ち 入 り を 制 限 す べ き 領 域
を 狭 く す る こ と が で き る こ と か ら 、 通 行 規 制 を 最 小 限 に と ど め る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 な お 、 上 述 し た 本 発 明 の 実 施 例 に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 及 び 橋 梁 は 、 上 述 し た 実 施 例 に 限
定 さ れ ず 、 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 さ れ た 範 囲 で 種 々 の 変 更 が 可 能 で あ る 。 実 施 例 ２ の 説 明
で は 、 新 設 橋 梁 ２ ０ ５ は 、 ３ つ の 部 分 に 分 割 す る も の と し て 説 明 し た が 、 よ り 多 く の 部 分
に 分 割 し 、 こ れ ら を ピ ン 連 結 部 ２ ５ ６ で 回 転 可 能 に 連 結 し 、 ジ ャ バ ラ 状 に 折 り 畳 む こ と で
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幅 方 向 に 伸 縮 可 能 な 構 造 を な し て も よ い 。 ま た 、 新 設 橋 梁 ２ ０ ５ は 、 横 桁 を 長 さ Ｌ の ２ 本
の Ｈ 型 鋼 と 、 長 さ ２ Ｌ の ２ 本 の チ ャ ネ ル 鋼 に よ り 幅 方 向 に 伸 縮 可 能 な 構 造 を な し て も よ い
。 つ ま り 、 ２ 本 の Ｈ 型 鋼 を 幅 方 向 に 連 続 し て 一 列 に 配 設 し 、 こ の ２ 本 の Ｈ 型 鋼 の コ の 字 型
の 溝 を 両 側 か ら ２ 本 の チ ャ ネ ル 鋼 に よ っ て 挟 み 込 む よ う に し て 構 成 す る 。 こ れ に よ り 、 仮
設 状 態 で 幅 方 向 に 伸 縮 可 能 な 構 造 と な る 。 す な わ ち 、 ２ 本 の Ｈ 型 鋼 を 幅 方 向 に ス ラ イ ド さ
せ て 離 間 さ せ 、 チ ャ ネ ル 鋼 の 一 端 と 各 Ｈ 型 鋼 の 一 端 と の 間 に 必 要 な か ぶ り を 残 し て 該 か ぶ
り の 部 分 に ボ ル ト ナ ッ ト を 締 結 す る こ と で 、 新 設 橋 梁 を 所 定 の 長 さ ま で 伸 長 す る こ と が で
き る 。 ま た 、 新 設 橋 梁 ２ ０ ５ は 、 場 合 に よ っ て は 分 割 可 能 で な く と も よ い 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 ま た 、 上 述 し た 実 施 例 の 説 明 で は 、 Ｓ Ｔ ４ 、 Ｓ Ｔ ８ に お い て 、 既 設 橋 梁 １ の 両 側 部 １ １
ａ 、 １ １ ｂ の 片 側 を 撤 去 す る 際 、 昇 降 装 置 ６ が 該 片 側 へ 転 倒 す る こ と を 防 止 す る た め 、 昇
降 装 置 ６ に カ ウ ン タ ウ ェ イ ト ６ ７ 及 び 伸 縮 機 構 ６ ８ を 設 け る も の と し て 説 明 し た が 、 伸 縮
機 構 ６ ８ の み で 水 平 方 向 に 安 定 で あ れ ば カ ウ ン タ ウ ェ イ ト ６ ７ は 設 け な く て も よ い 。 同 様
に 、 カ ウ ン タ ウ ェ イ ト ６ ７ の み で 転 倒 が 抑 制 さ れ る の で あ れ ば 伸 縮 機 構 ６ ８ は 設 け な く て
も よ い 。 さ ら に 、 図 １ ７ に 示 す よ う に 、 各 自 走 台 車 ６ ２ に フ ッ ク ６ ９ を 設 け て 、 こ の フ ッ
ク ６ ９ が 軌 条 ６ １ ａ 、 ６ １ ｂ の 載 置 面 の 裏 側 に 係 合 す る こ と で 、 昇 降 装 置 ６ の 片 側 へ の 転
倒 を 防 止 す る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 ま た 、 上 述 し た 実 施 例 の 説 明 で は 、 既 設 橋 梁 １ の 両 側 部 １ １ ａ 、 １ １ ｂ に 昇 降 装 置 ６ を
設 置 し て 、 先 に 中 央 部 １ ０ を 撤 去 す る も の と し て 説 明 し た が 、 既 設 橋 梁 １ の 中 央 部 １ ０ に
昇 降 装 置 ６ を 設 置 し て 、 先 に 両 側 部 １ １ ａ 、 １ １ ｂ を 撤 去 す る も の と し て も よ い 。 ま た 、
新 設 橋 脚 ９ ０ の 施 工 は 、 既 設 橋 梁 １ と 新 設 橋 梁 ５ と の 架 け 替 え に 並 行 し て 行 う も の と し て
説 明 し た が 先 行 し て 行 っ て も よ い 。 ま た 、 新 設 橋 梁 ５ に 架 け 替 え ら れ る 既 設 橋 梁 １ は 、 河
川 Ｒ 上 に 架 設 さ れ る 橋 梁 で あ る も の と し て 説 明 し た が 、 谷 部 に 架 設 さ れ る 橋 梁 、 陸 橋 、 高
架 橋 等 で あ っ て も よ い 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 本 発 明 に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 及 び 橋 梁 は 、 既 設 橋 梁 を 幅 方 向 に 対 し て 中 央 部 と 両 側 部 に
切 断 し て 撤 去 し て 、 新 設 橋 梁 に 架 け 替 え る こ と で 、 周 辺 環 境 へ の 悪 影 響 を 抑 制 し 、 橋 面 上
で 既 設 橋 梁 と 新 設 橋 梁 と を 架 け 替 え る こ と で 架 け 替 え 効 率 の 向 上 を 図 っ た も の で あ り 、 河
川 部 や 谷 部 に か け ら れ る 橋 梁 、 高 架 橋 等 に 適 用 し て 有 用 で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ６ ８ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 に お け る 既 設 橋 梁 と 施 工 設 備 の 平 面 図 で
あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 に お け る 既 設 橋 梁 の 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 に お け る 新 設 橋 梁 の 断 面 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 を 示 す 模 式 的 な 流 れ 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 を 示 す 模 式 的 な 流 れ 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 を 示 す 模 式 的 な 流 れ 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 を 示 す 模 式 的 な 流 れ 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 を 示 す 模 式 的 な 流 れ 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 を 示 す 模 式 的 な 流 れ 図 で あ る 。
【 図 １ ０ 】 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 を 示 す 模 式 的 な 流 れ 図 で あ る 。
【 図 １ １ 】 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 を 示 す 模 式 的 な 流 れ 図 で あ る 。
【 図 １ ２ 】 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 を 示 す 模 式 的 な 流 れ 図 で あ る 。
【 図 １ ３ 】 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 を 示 す 模 式 的 な 流 れ 図 で あ る 。
【 図 １ ４ 】 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 を 示 す 模 式 的 な 流 れ 図 で あ る 。
【 図 １ ５ 】 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 を 示 す 模 式 的 な 流 れ 図 で あ る 。
【 図 １ ６ 】 本 発 明 の 実 施 例 ２ に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 に お け る 新 設 橋 梁 を 橋 軸 方 向 か ら 見 た
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側 面 図 で あ る 。
【 図 １ ７ 】 本 発 明 の 実 施 例 に 係 る 橋 梁 の 施 工 方 法 の 変 形 例 を 示 す 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ６ ９ 】
１ 　 　 既 設 橋 梁
２ 、 ３ 　 　 道 路
４ 、 ４ ａ 、 ４ ｂ 、 ４ ｃ 、 ４ ｄ 　 　 既 設 橋 脚
５ 、 ２ ０ ５ 　 　 新 設 橋 梁
６ 　 　 昇 降 装 置
７ ａ 、 ７ ｂ 、 ８ ａ 、 ８ ｂ 、 ８ ｃ 、 ８ ｄ 　 　 切 断 位 置
９ 　 　 作 業 ヤ ー ド
１ ０ 　 　 中 央 部
１ １ ａ 、 １ １ ｂ 　 　 側 部
５ １ 、 ２ ５ １ 　 　 中 央 部
５ ２ 、 ５ ３ 、 ２ ５ ２ 、 ２ ５ ３ 　 　 側 部
５ ４ 、 ５ ５ 　 　 中 間 部
５ ６ 、 ２ ５ ６ 　 　 ピ ン 連 結 部
６ １ ａ 、 ６ １ ｂ 　 　 軌 条
６ ２ 　 　 自 走 台 車
６ ３ 　 　 リ フ タ
６ ４ 　 　 頂 部 梁
６ ５ 　 　 連 結 梁
６ ６ 　 　 吊 り 下 げ 材
６ ７ 　 　 カ ウ ン タ ウ ェ イ ト
６ ８ 　 　 伸 縮 機 構
６ ９ 　 　 フ ッ ク
７ ０ 　 　 解 体 用 重 機
８ ０ 　 　 輸 送 ト ラ ッ ク
９ ０ 　 　 新 設 橋 脚
Ｒ 　 　 河 川
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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